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め、2013（平成25）年度に岸壁、航路・泊地などの水
深を -18m に見直し、再事業化された。
　昨年 12 月には改正港湾法に基づき、国土交通大臣
が特定貨物輸入拠点港湾に全国で初めて小名浜港を指
定。この指定により、荷さばき施設などの取得にかか
る固定資産税の特例などの措置を受けられるように
なった。
　港湾管理者である福島県は、この指定を受け今年
6 月に関係地方公共団体や港湾利用者などで構成す
る「小名浜港特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会」
の初会合を開催。港湾施設の効率的な利用促進を図
るための「特定利用推進計画」の作成に着手した。
　「特定貨物輸入拠点港湾は、大型船を活用し共同配
船や共同調達により海上輸送コストを削減しようと
いうものです。現在、海上輸送の共同化の実現に向
けて特定利用推進計画の策定に取り組んでいるとこ
ろです」（福島県土木部港湾課）。
　小名浜港では、大水深岸壁の不足により滞船（沖待
ち）が常態化していた。2012（平成24）年には、震災に
より岸壁が使用できなかったこともあり、沖待ち延
べ日数は 1,411 日に達し、取扱貨物を円滑かつ効率的

で岸壁を供用する 2017（平成29）年度までには橋梁を含
む臨港道路を供用させる計画です」（小名浜港湾事務所）。
　航路や泊地（-18m）の浚渫工事は 2015（平成27）年度か
ら本格化させる。浚渫土量約 400 万 m3 はすべて人工島
の埋立に使用する。本年度は付帯工事となる汚濁防止対
策の工事を行っている。一方、岸壁工事は本年度から本
体工事に着手。桟橋方式の岸壁の杭打ち工事を開始する
予定だ。同事業の進捗率（予算ベース）は2013 年度末で
55 〜 60% となる。
　このほか、沖防波堤と第 2 沖防波堤の整備工事も実施中
だ。沖防波堤は計画延長 2,540m のうち、現在 2,360m を整
備済み。第 2 沖防波堤は計画延長 860m のうち、整備済み
が 150m、残る 710m を今後整備する予定だ。「小名浜港の
防波堤は港内の静穏度の確保だけでなく、荒天時の船舶の
待避場所としても機能します。避難港としての役割も果た
し、海難事故を防ぐ狙いです」（小名浜港湾事務所）。

に輸送するには、沖待ちの解消が急務となっていた。
　「東港地区の -18m 岸壁を 2018（平成30）年度まで
に完成させたいと思っています。ただ、早期の完成
が望まれていますので、2017（平成29）年度には暫定
水深で供用を開始できればと思っています。その暫
定供用までには整備中の臨港道路の整備も終える予
定です」（東北地方整備局小名浜港湾事務所）。
　バルク貨物を扱う公共バースで -18m 耐震強化岸
壁の整備は国内初で、東港地区の供用開始は、小名
浜港だけでなく、福島県にとっても震災復興の目玉
事業となる。早期の完成に期待したい。

石炭船が入港している 6 号ふ頭　提供：小名浜港湾事務所

整備が進む臨港道路（橋梁）　提供：小名浜港湾事務所

　小名浜港では現在、東日本大震災で被災した岸壁の
復旧工事が一段落し、東港地区国際物流ターミナル整
備事業がメイン工事になっている。同ターミナル整備
事業は 3 号・4 号ふ頭の沖合に人工島を造成し、新たな
物流拠点とそのアクセスとなる臨港道路を整備する。
　2008（平成20）年度に事業化され、-14m 岸壁の整備
が進められていたが、石炭などの効率的な輸送を実現
するため、事業計画の見直しを実施。岸壁をケープサ
イズ船などの入港が可能な -18m の耐震強化岸壁（延長
370m）に変更し、2013（平成25）年度に再事業化された。
　国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所は、護
岸整備や用地造成を行う福島県と連携し、岸壁整備や
臨港道路（橋梁）、航路・泊地（-18m）などの整備を現在
進めている。このうち、臨港道路は 3 号ふ頭から新た
に造成する人工島を結ぶ延長 1,805m の道路。橋梁部が
927m で、幅員は車道部 7.0m（2 車線）、歩道部 3.5 〜 4.5m

（片側）となる。構造は中央の航路部が 5 径間連続 PC エ
クストラドーズド橋で、両端が 4 径間連続 PC 箱桁橋と
なる。
　「橋梁部は小名浜港の象徴的な構造物となるため、学
識者らによる景観検討委員会を設け、景観に配慮した構
造になっています。すでに下部工（橋脚部）は完成し、現
在主塔や桁の張り出し工事を進めています。暫定水深

暫定水深で 2017 年度には一部
供用開始を目指す
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